
  税務署長 

酒税 軽減対象製造場の確認事項変更承認通知書 

記

第    号

令和  年  月  日 

令和  年  月  日付で沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第 72条

第７項の規定により申請のあった、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第 80条第６項の規定により

確認を受けた製造設備能力等を変更することについて、下記の申請内容のとおり製造設備能力等を変更

することを承認することとしましたので通知します。


